
免税手続きについて

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

消耗品は日本滞在中は使用できません。

ご本人のパスポート等
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ผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศท่ีมีสัญชาติต่างประเทศผู้อ
ยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือนและมีส
ถานภาพการพำนักเป็น "อาศัยอยู่ช่ัวคราว", 
"นักการทูต" หรือ "เจ้าหน้าท่ีรัฐ"

国により持ち込めない物品（例：肉類、果実類、ワシントン条約に抵触するもの）があります。

飛行機に持ち込めない物品は出国する際、搭乗便のチェックインをする前に
空港の税関にお問い合わせください。

免税で購入された消耗品を国内で消費した場合は、出国時の税関で
消費税をお支払いただきますのでご注意ください。

 นุ่ป่ีญศทเะรปนใ้ชใดิปเ้หใ่มไอ่ืพเอ่หบีหนใุจรรบ่ทีปไว่ัทา้คนิสน้วเกย
 ้ีนีณรก ้ดไคภโิรบคภโปุอา้คนิสบักมวรนิงเดิคปไำนถรามาส

คภโิรบคภโปุอา้คนิสบักนักวยีดเขไนอ่ืงเนใู่ยอะจ

ただし、一般物品を日本国内で使用しないように包装した場合、消耗
品との合算が可能となります。この場合消耗品と同じ要件になります。

商品購入時に、ご本人のパスポート等をご提示ください。

確認事項の説明を受けて下さい。

（会計） 税抜き価格はこちらです。

消耗品は指定の袋または箱に入れてお渡しいたします。出国するまで袋を開けないでください。

出国の際にパスポート等と購入物品を税関に提示してください。

出国時は空港や港の税関で、パスポート等と購入物品を提示してください。

日本に入国して６カ月未満の、外国籍を有する非居住者で
「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者


